
 

消費者教育の推進に関する基本的な方針（抜粋） 

 

Ⅱ 消費者教育の推進の基本的な方向 

 

１ 体系的推進のための取組の方向 

（１）消費者教育が育むべき力 

消費者教育の範囲は広く、消費生活のあらゆる領域に関連するが、その対象領域を

次のとおり４つに分類し、それぞれの領域で育むべき力（目標）を示す。 

 

①消費者市民社会の構築に関する領域 

ア 自らの消費が環境、経済、社会及び文化等の幅広い分野において、他者に影響

を及ぼし得るものであることを理解し、適切な商品やサービスを選択できる力 

イ 持続可能な社会の必要性に気づき、その実現に向けて多くの人々と協力して取

り組むことができる力 

ウ 消費者が、個々の消費者の特性や消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、主体

的に社会参画することの重要性を理解し、他者と協働して消費生活に関連する諸

課題の解決のために行動できる力 

 

②商品等やサービスの安全に関する領域 

ア 商品等やサービスの情報収集に努め、内在する危険を予見し、安全性に関する

表示等を確認し、危険を回避できる力 

イ 商品等やサービスによる事故・危害が生じた際に、事業者に対して補償や改善、

再発防止を求めて適切な行動をとることができる力 

 

③生活の管理と契約に関する領域 

ア 適切な情報収集と選択による、将来を見通した意思決定に基づき、自らの生活

の管理と健全な家計運営をすることができる力 

イ 契約締結による権利や義務を明確に理解でき、違法・不公正な取引や勧誘に気

づき、トラブルの回避や事業者等に対して補償、改善、再発防止を求めて適切な

行動をとることができる力 

 

④情報とメディアに関する領域 

ア 高度情報化社会における情報や通信技術の重要性を理解し、情報の収集・発信

により消費生活の向上に役立てることができる力 

イ 情報、メディアを批判的に吟味して適切な行動をとるとともに、個人情報管理

や知的財産保護等、様々な情報を読み解く力を身に付け、活用できる力 
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